障害者スマホも認定　日常生活用具、八王子市が給付　／東京
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　八王子市は、障害者の生活をサポートする「日常生活用具」として新たにスマートフォンを給付対象に加えた。スマホのように広く普及した機器はこれまで多くの自治体で対象外とされてきたが、支援アプリをセットにすることで当事者のニーズに応えることにした。

　給付対象になったのは、音声ガイドや画面読み上げ、文字起こしなどのアプリがインストールされたスマートフォン。対象者は就学年齢以上で、視覚障害▽音声言語機能障害▽聴覚障害4級以上――のいずれかの手帳所持者か、肢体不自由の手帳所持者で音声言語に著しい障害があるとの医師の意見書のある人。上限は5万円。

　日常生活用具は区市町村の事業で、どのような品目をどの価格まで認めるかは自治体が判断する。厚生労働省の告示で「日常生活品として一般に普及していないもの」が要件とされ、スマホは、音声ガイド搭載の携帯電話を対象とする鳥取市など鳥取県内の複数の自治体で認めるが、多くの自治体は対象外。市によると10月、アプリを入れたスマホなら給付可能との同省の見解が都から示され、11月から対象にした。

　情報支援の用具は、デジタル技術の進化でアプリや周辺機器を新たな品目を加える自治体も増えている。アプリとセットで使うことでタブレット端末の給付を認める自治体もあり、八王子市もその一つだが、「持ち歩くのにはスマホが便利」との声が当事者から強まっていた。
　初宿和夫市長は「技術の進歩を踏まえ、在宅で暮らす重度障害の方がより便利に過ごせるといい」としている。【野倉恵】
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